
番号 配　水　池　名
1 西小諸配水池
2 新家配水池
3 滝原配水池
4 菱野配水池
5 後平高区配水池
6 宇坪入配水池
7 諸配水池
8 丸山配水池
9 小姓配水池
10 野馬取配水池
11 坂の上配水池
12 北霞配水池
13 南ヶ原配水池
14 乗瀬配水池
15 中央配水池　
16 軽石配水池
17 上深沢配水池
18 御牧ヶ原配水池
19 鴇久保配水池
20 氷配水池

表３　　検査頻度と今年度実施検査と設定理由



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/10超えているため年に1回検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（西小諸配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/10超えているため年に1回検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（新家配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため年に１回の検査とする。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため年に１回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（滝原配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

項目



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため年に１回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（菱野配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査結果が基準値の１/１０を超えたことがあるため年１回の検査とする。

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（後平高区配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

項目



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（宇坪入配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため1年に１回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（諸配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（丸山配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（小姓配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（野馬取配水池）

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（坂の上配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため３ヶ月に1回の検査とする。

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 1回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（北霞配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（南ヶ原配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 1回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（乗瀬配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため３ヶ月に１回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため１年に１回の検査とする。

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（中央配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 4回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 4回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 4回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 4回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

性状の確認のため4回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

性状の確認のため4回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

性状の確認のため4回の検査とする。

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（軽石配水池）

項目

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

性状の確認のため4回の検査とする。

性状の確認のため4回の検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去３年間の水質検査の結果が基準値の1/10超えているため年に1回検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

項目

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（上深沢配水池）

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去3年間の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回の検査とする。

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため年に1回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回の検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

項目

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（御牧ヶ原配水池）

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回 １回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため3ヶ月に1回検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回 １回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（鴇久保配水池）

項目

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2以下であり、汚染源が無いが安全性及び性状の確認のため1回の検査とする。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。



基本検査頻度
省略
可否

省略可能頻度
今年度
実施検査

設定理由

1 一般細菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

2 大腸菌 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

4 水銀及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

6 鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

8 六価クロム化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

9 亜硝酸態窒素 3ヶ月に１回 ○ 3年に1回

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

12 フッ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

13 ホウ素及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため３ヶ月に１回の検査とする。

14 四塩化炭素 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

16
ｼｽ-１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽー１、２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

21 塩素酸 3ヶ月に１回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

22 ｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

26 臭素酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 3ヶ月に1回 × 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回

32 亜鉛及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

34 鉄及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

35 銅及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

38 塩化物イオン 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 １回 過去の水質検査の結果が基準値の1/10を超えているため1回の検査とする。

40 蒸発残留物 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回 3ヶ月に1回 過去の水質検査の結果が基準値の1/5を超えているため３ヶ月に１回の検査とする。

41 陰イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1ヶ月に1回(発生時期に) ○ 3年に1回

44 非イオン界面活性剤 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 3ヶ月に1回 ○ 3年に1回

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量） 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

47 PH値 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

48 味 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

49 臭気 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

50 色度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

51 濁度 1ヶ月に1回 × 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回

残留塩素 毎日 × 毎日 毎日

色 毎日 × 毎日 毎日

濁り 毎日 × 毎日 毎日

検査頻度と今年度実施検査と設定理由（氷配水池）

項目

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

過去の水質検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、汚染源が無いため検査を省略。

水道法施行規則第15条による回数の減及び省略できないため、基本検査回数とする。

水道法施行規則第15条第1項第1号ｲにより、毎日検査とする。


